
市町村整備計画の変更及び農地転用許可手続の流れ（イメージ）
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〈メリット〉 ・事前に農振除外及び農地転用許可見込みの確認を同時並行的に実施することにより、除外相談から農地転用許可までの
期間を短縮することが可能。
・事前調整を行うことにより、法定手続時に速やかな判断が可能となるほか、手戻りの発生を防止。
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